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１．書 体 

 

サインに表示する基本書体は、視認性及び可読性に優れた文字を使用し、高齢者・障害者等に

配慮して、見やすく分かりやすいものとする。 

 

書体の一覧 

言語 書体 

和文 角ゴシック 

英文 サンセリフ系 

数字 サンセリフ系 

中国語 ゴシック系 

ハングル ゴシック系 

 

 

 

①和文書体 

 

・和文書体は、文字の線幅が一定で可読性に優れたゴシック系の書体とし、文字にメリハリがあ

り、より可読性に優れた角ゴシック書体を使用する。 

・標準書体(正体 100％)で表示スペースが足りない場合は、横幅を圧縮する長体を使用する。 

 

使用書体の参考例  （HGゴシック E）                

(正体)                             (長体 80％) 

船橋市役所         船橋市役所 

保健福祉センター      保健福祉センター 
 

  

第３章 公共サイン共通基準 
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②英文書体 

 

・英文、数字書体については、ゴシック系の和文書体との調和を配慮し、英文は可読性に優れて

いる飾りや装飾(セリフ)を持たないサンセリフ系書体を使用する。なお、サンセリフ系とは、和

文のゴシック体に相当する英文書体である。 

・標準書体で表示スペースが足りない場合は、長体を使用する。 

 

 

 

使用書体の参考例  （Arial Unicode MS） 

(正体)       ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

(長体 80％)  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  0123456789 

 

 

③中国語書体、ハングル書体 

 

・中国語書体とハングル書体は、ゴシック系の書体とする。 

・国内で使用できる書体の中から、視認性の高いものを選択する。 

 

 

使用書体の参考例 

 

 

 

  

ハングル書体(Dotum)  

中国語書体(Sim Hei) 

(簡体字) 

日本語書体       船橋市役所 

船桥市政府 

후나바시시청 
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２．言語表記 

 

(１)日本語表記 

 

本ガイドラインは、原則として国文法、現代かなづかいによる表記とする。ただし、固有名

詞においてはこの限りではない。 

 

①施設の名称 

 

・表示面の煩雑化を防ぐために、明確に理解される範囲で部分的に省略を行う。 

    

 

 

 

・正式名称よりも明らかに理解されやすい通称名、略称がある場合はそれを用いる。 

 

  

 

 

・複合的な施設の場合は、目的に応じて部分的な省略を行う。 

・アルファベットによる名称が慣用化されている場合は、それを用いても良い。 

 

 

参考例 ＪＲ ＮＴＴ 

 

・類似の施設が多く、混乱を招く可能性がある場合は、正式名称を用いる。 

    

 

    参考例 勤労市民センター 三山市民センター 

 

 

②数字の表記 

 

・原則として算用数字を使用する。 

・ただし、固有名詞として用いる場合はこの限りではない。 

 

 

 

 

 

参考例 公益財団法人船橋市福祉サービス公社 ⇒ 福祉サービス公社 

参考例 船橋市総合体育館 ⇒ 船橋アリーナ 

参考例 三山３丁目 
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③ふりがな 

 

・地名で読みにくい漢字には、ふりがなを付記する等の配慮を行う。 

 

参考例 飯山
は さ

満
ま

公民館 
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 (２)外国語表記 

 

①ローマ字表記 

 

「道路標識設置基準・同解説」((社)日本道路協会)に準拠し、ヘボン式により表記する。ま

た、案内サインの凡例部には、ピクトグラムの説明を日本語、英語、中国語、ハングルで行

う。 

 

表 ヘボン式のつづり方 

 

(備考) １．はねる音「ん」は n で表す。 ※１ 

２．はねる音を表す n に続く母音及び y とを切り離す必要がある場合は、n の次に「－」を入れる。 

３．つまる音は、最初の子音を重ねて表すが、次に ch が続く場合は c ではなく t を用いる。 

４．長音を表す「－」、「＾」、「h」は使用しない。 ※２ 

５．文の書き始め、固有名詞は、語頭を大文字で表す。なお、固有名詞以外の名詞の語頭を大文字で書いてよい。 

出典：財団法人道路保全技術センター「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」（平成 15年） 
 

 

  ※１ はねる音「ん」は nで表すが、「m」「b」「p」の前では mを用いることができる。 

  ※２ 長音については、母音を重ねないことができる。 

  

あ a い i う u え e お o 

か ka き ki く ku け ke こ ko 

さ sa し shi す su せ se そ so 

た ta ち chi つ tsu て te と to 

な na に ni ぬ nu ね ne の no 

は ha ひ hi ふ fu へ he ほ ho 

ま ma み mi む mu め me も mo 

や ya   ゆ yu   よ yo 

ら ra り ri る ru れ re ろ ro 

わ wa         

ん n         

が ga ぎ gi ぐ gu げ ge ご go 

ざ za じ ji ず zu ぜ ze ぞ zo 

だ da ぢ ji づ zu で de ど do 

ば ba び bi ぶ bu べ be ぼ bo 

ぱ pa ぴ pi ぷ pu ぺ pe ぽ po 

きゃ kya   きゅ kyu   きょ kyo 

しゃ sha   しゅ shu   しょ sho 

ちゃ cha   ちゅ chu   ちょ cho 

にゃ nya   にゅ nyu   にょ nyo 

ひゃ hya   ひゅ hyu   ひょ hyo 

みゃ mya   みゅ myu   みょ myo 

りゃ rya   りゅ ryu   りょ ryo 

ぎゃ gya   ぎゅ gyu   ぎょ gyo 

じゃ ja   じゅ ju   じょ jo 

びゃ bya   びゅ byu   びょ byo 

ぴゃ pya   ぴゅ pyu   ぴょ pyo 
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②表記の基準 

 

・固有名詞の部分をローマ字で、普通名詞の部分を英訳によって表記する。 

 

参考例 薬円台公園 ⇒ Yakuendai Park 

 

・慣用上固有名詞と普通名詞に切り離せない場合は、普通名詞の部分も含めてローマ字による

表記とし、必要に応じて英語を付記する。 

 

参考例 海老川 ⇒  Ebigawa River 

 

・長いつづりで読みにくい語は、適宜「－」(ハイフン)を用いる。 

 

参考例 船橋東高校 ⇒ Funabashi-Higashi High School 

 

・企業名等で、英文による略語が慣用化している場合はこれを用い、日本語の音や正式英訳を

使用しない。 

 

参考例 ＮＴＴ船橋グラウンド ⇒ ＮＴＴ Funabashi Ground 

 

・バス停名称は、原則として普通名詞の部分も含めてローマ字で表記する。 

 

参考例 船橋市役所 ⇒  Funabashi Shiyakusho 

 

  ・施設名称は原則として正式英訳による。ただし、スペース・視認性の観点等から、英語に慣

用化されている略語がある場合はこれを使用することができる。 

 

   参考例 Funabashi Station ⇒ Funabashi Sta. 
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③略語の表記方法 

 

   スペース・視認性の観点等から略語を用いることができる。 

日本語  対訳語 対訳語（略語） 

駅 Station Sta. 

通り Avenue/ Street Ave./ St. 

高速道路 Expressway Expwy. 

小学校 Elementary School Elem. Sch. 

中学校 Junior High School J. H. Sch. 

大学 University/ College Univ./ Coll. 

川 River Riv. 

博物館、記念館 Museum Mus. 

体育館 Gymnasium Gym. 

ビル Building Bldg. 

出典:千葉県 「千葉県多言語観光案内板の表記等に関するガイドライン」（平成 27年） 
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３．色 彩 

 

・公共サインの表示面の色彩及び配色は、情報を出来る限り多くの人に正確に伝わるように見や

すく分かりやすいものとする。 

・高齢者や障害者、特に色覚障害者※へ配慮した色彩を用いることを基本とする。 

 

※色覚障害とは、人の目の網膜にある赤、緑、青の 3 種類の色を認識する細胞のうち、どれかに

異変を生じた状態を指す。 

 

①基本的な考え方 

 

・色の識別に頼らず、白黒でも内容が識別できるようにする。 

・文字やマークについては色の違いだけでなく、形状の違いも作る。 

・色を載せる線や文字は太くして、色の面積を広くする。 

 

 

色の面積を広くする参考例  

 

 

 

 

 

 

 

  



49 

 

②色彩及び配色時の考え方 

 

・図色と地色の明度差を十分大きくする。 

 

 

配色の参考例 

 

見分けにくい色の配色            見分けやすい色の配色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※配色は出力機器(プリンター等)により変わるためマンセル値を参考として配色する。 

 

③コンセプトカラーの設定 

 

本ガイドラインに基づき設置される公共サインは、デザインの考え方で「認識性を高め」、「案内

の連続性を確保」するために、船橋市の公共サインのイメージカラーとして、上記の濃紺色を採用

し、船橋市内における統一性のある案内・誘導サインシステムの実現を図る。 

  

船橋 

船橋 

船橋 

船橋 船橋 船橋 

船橋 

船橋 船橋 

船橋 

マンセル値 濃紺 ５ＰＢ２／６ 

 

 

 

 

 

 

船橋 船橋 
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４．矢 印 

 

①矢印表示 

 

・矢印の形状はシンプルで遠くからでも視認性のあるデザインとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②矢印表示の使い方 

 

・移動方向を指示する矢印として一般に理解されやすいのは、下の４種類の矢印である。できる

だけ４種類を用いるよう、サインの設置位置を工夫する必要がある。 

・また、誤解を招く使い方、例えば「↓」を「(進行方向から)戻る」という意味での表示はしな

いように注意する必要がある。 

 

 

 

  

左へ進め 
直進せよ 

または上れ 
右へ進め 

下れ 

またはくぐれ 
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５．ピクトグラムの表記 

本ガイドラインでは、標準案内用図記号一覧に定められたピクトグラムを使用する。 

 

○JIS規格化された標準案内用図記号一覧資料  

出典：公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 「標準案内用図記号」 
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